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（様式５） 条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
県立高等学校及び県立高等学校附属中学校職員に係る退職

手当支給者一覧 

実施機関の名称 長野県教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

長野県教育委員会事務局 高校教育課 

個人情報ファイルの利用目的 退職手当支給事務のため 

記録項目 

1.個人に付された記号、2.氏名、3.生年月日・年齢、 

4.性別、5.電話番号、6.職業・職歴、7.学業・学歴、 

8.資格・賞罰、9.給与履歴、10.任用履歴 11.住所  

12.銀行口座番号 13.個人番号 

記録範囲 
県立高等学校または県立高等学校附属中学校を退職し、退

職手当の支給対象となった職員 

記録情報の収集方法 

教職員履歴管理システム 

人事給与システム 

本人からの申請（個人番号は職員総務課が収集したものの

提供を受ける） 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 税務署、市区町村 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）長野県教育委員会事務局 高校教育課 

（所在地）〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 

法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 無 

備   考  

 


